
 
 

一 

児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

児
童
扶
養
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

第
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
の
う
ち
第
一
号
イ
中
「
児
童
」
の
下
に
「
（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
、
配
偶
者
の
児
童
に
対
す
る

虐
待
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事
由
を
原
因
と
し
て
、
父
母
が
生
活
の
本
拠
を
異
に
し
、
か
つ
、
離
婚
の
調
停
の
申
立
て
等
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
父
母
が
離
婚
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
離
婚
し
た
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
児
童
を
含
む
。

次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
四
条
第
二
項
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
二
項
中
「
手
当
は
、
」
の
下
に
「
母
又
は
養
育
者
に
対
す
る
手
当
に
あ
つ
て
は
」
を
加
え
、
「
次
の
各
号
」
を

「
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
に
改
め
、
「
該
当
す
る
と
き
」
の
下
に
「
、
父
に
対
す
る
手
当
に
あ
つ
て
は
児
童
が
第
一
号
か

ら
第
四
号
ま
で
、
第
七
号
又
は
第
八
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
若
し
く
は
母
の
死
亡
に

つ
い
て
労
働
基
準
法
」
を
「
又
は
母
の
死
亡
に
つ
い
て
労
働
基
準
法
」
に
改
め
、
「
、
父
の
死
亡
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
こ
れ



 

二 

ら
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
母
の
監
護
を
受
け
て
い
る
場
合
又
は
父
若
し
く
は
母
の
死
亡
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
こ
れ

ら
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
養
育
を
受
け
て
い
る
場
合
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
を
同
項

第
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
前
項
第
一
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
七
号

中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
前
項
第
一
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

七 

母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
き
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
前
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害

の
状
態
に
あ
る
と
き
を
除
く
。 

八 

父
の
配
偶
者
（
前
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
母
を
除
く
。
）
に
養
育
さ
れ

て
い
る
と
き
。 

第
四
条
第
三
項
を
改
め
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
『
」
を
加
え
』
の
下
に
『
、
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
」
を
「
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
』
を
加
え
る
。 

第
五
条
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。 

第
七
条
第
一
項
中
「
（
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
支
給
開
始
月
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
四

月
、
八
月
」
を
「
二
月
、
四
月
、
六
月
、
八
月
、
十
月
」
に
、
「
三
期
」
を
「
六
期
」
に
改
め
る
。 



 
 

三 

第
九
条
の
改
正
規
定
中
『
児
童
」
を
』
の
下
に
『
、
「
所
得
税
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
」
を
』

を
加
え
る
。 

第
十
三
条
の
二
及
び
第
十
四
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
の
二
を
削
る
。 

第
十
四
条
第
四
号
中
「
母
に
限
る
」
を
「
養
育
者
を
除
く
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
条
の
改
正
規
定
中
『
改
め
、
「
父
」
の
下
に
「
若
し
く
は
母
」
を
加
え
る
』
を
『
、
「
又
は
受
給
資
格
者
、
」
を

「
又
は
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
当
該
児
童
の
父
」
を
削
る
』
に
改
め
る
。 

本
則
を
第
一
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
改
正
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。 

（
児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
を
削
る
。 

第
二
十
九
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
、
「
当
該
児
童
」
の
下
に
「
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
児
童
の
父
」



 

四 

を
加
え
」
を
削
る
。 

第
三
十
条
の
改
正
規
定
を
削
る
。 

附
則
第
一
条
の
見
出
し
を
「
（
施
行
期
日
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
二
項
を
削
る
。 

附
則
第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
二
条 

削
除 

附
則
第
三
条
中
「
新
法
」
を
「
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
扶
養
手
当
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
」
に
、

「
手
当
」
を
「
児
童
扶
養
手
当
（
以
下
「
手
当
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
中
「
次
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
及
び
附
則
第
四
条
」
を
「
第
二
条
並
び
に
附
則
第
三
条
第
一
項
及

び
第
二
項
並
び
に
第
五
条
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
三
条
を
削
る
。 

附
則
第
二
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
扶
養
手
当
法
（
以
下
「
新
法
」

と
い
う
。
）
」
を
「
新
法
」
に
、
「
児
童
扶
養
手
当
（
以
下
「
手
当
」
と
い
う
。
）
」
を
「
手
当
」
に
、
「
（
こ
の
法
律
」
を

「
（
第
一
条
の
規
定
」
に
改
め
、
「
改
正
前
の
児
童
扶
養
手
当
法
」
の
下
に
「
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同



 
 

五 

条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
認
定

の
請
求
を
し
、
同
年
八
月
又
は
九
月
か
ら
手
当
の
支
給
を
始
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
同
年
八
月
及
び
九
月
の
分

の
手
当
に
つ
い
て
は
、
同
年
十
月
に
支
払
う
べ
き
で
あ
っ
た
手
当
と
み
な
し
て
、
新
法
第
七
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
を

適
用
す
る
。 

附
則
第
二
条
を
附
則
第
三
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
認
定
の
請
求
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を
付
す
る
。 

附
則
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
支
給
要
件
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
扶
養
手
当
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の

規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
八
月
以
降
の
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
（
以
下
「
手
当
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
七

月
以
前
の
月
分
の
手
当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附
則
第
六
条
を
削
り
、
附
則
第
五
条
を
附
則
第
六
条
と
す
る
。 

附
則
第
四
条
中
「
前
二
条
」
を
「
前
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
五
条
と
し
、
附
則
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え



 

六 

る
。 （

支
給
の
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 
平
成
二
十
二
年
七
月
以
前
の
月
分
に
係
る
旧
法
第
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
手
当
の
支
給
の
制
限
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附
則
第
七
条
を
附
則
第
十
条
と
し
、
附
則
第
六
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

（
船
員
保
険
法
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
五
条
第
九
項
中
「
、
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
四
条
第
三
項
第
二
号
た
だ

し
書
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
中
「
児
童
扶
養
手
当
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
」
を
加
え
、

「
及
び
第
三
項
第
二
号
た
だ
し
書
」
を
削
る
。 

（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
十
九
条
第
六
項
中
「
、
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
四
条
第
三
項
第
二
号
た
だ



 
 

七 

し
書
」
を
削
る
。 

第
六
十
条
第
七
項
中
「
児
童
扶
養
手
当
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
」
を
加
え
、
「
及
び

第
三
項
第
二
号
た
だ
し
書
」
を
削
る
。 

（
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
十
一
項
中
「
、
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
四
条
第
三
項
第
二
号
た
だ
し

書
」
を
削
り
、
附
則
第
十
五
項
中
「
児
童
扶
養
手
当
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
」
を
加
え
、

「
及
び
第
三
項
第
二
号
た
だ
し
書
」
を
削
る
。 

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
一
条 

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
五
条
の
三
第
四
項
中
「
、
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
四
条
第
三
項
第
二
号

た
だ
し
書
」
を
削
る
。 



 

八 

附
則
第
六
条
第
四
項
中
「
児
童
扶
養
手
当
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
」
を
加
え
、
「
及

び
第
三
項
第
二
号
た
だ
し
書
」
を
削
る
。 

 



 
 

九 

 
 
 

こ
の
修
正
の
結
果
必
要
と
な
る
経
費 

 

こ
の
修
正
の
結
果
必
要
と
な
る
経
費
は
、
平
年
度
に
お
い
て
約
三
百
五
十
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 


